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1 議案第 ４０ 号 第５次西宮市総合計画・後期基本計画制定の件

2 議案第 ４１ 号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件
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9 議案第 ４８ 号 令和５年度西宮市介護保険特別会計補正予算（第１号）

10 議案第 ４９ 号 令和５年度西宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

11 議案第 ５０ 号 令和５年度西宮市集合支払費特別会計補正予算（第１号）

12 議案第 ５１ 号 令和５年度西宮市水道事業会計補正予算（第１号）

13 議案第 ５２ 号 令和５年度西宮市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

14 議案第 ５３ 号 令和５年度西宮市下水道事業会計補正予算（第１号）

15 議案第 ５４ 号 令和５年度西宮市病院事業会計補正予算（第１号）

16 議案第 ５５ 号 指定管理者指定の件〔西宮市市民憩の家（広田山荘）〕

17 議案第 ５６ 号 指定管理者指定の件（西宮市立船坂里山学校）

18 議案第 ５７ 号 指定管理者指定の件（西宮市食肉センター）

19 議案第 ５８ 号 指定管理者指定の件（西宮市食肉地方卸売市場）

20 議案第 ５９ 号 指定管理者指定の件（西宮市立白水峡公園墓地）

21 議案第 ６０ 号 指定管理者指定の件（西宮市立介護老人保健施設すこやかケア西

宮）

22 議案第 ６１ 号 指定管理者指定の件（障害者等福祉センターほか１施設）

23 議案第 ６２ 号 指定管理者指定の件（西宮市応急診療所）

24 議案第 ６３ 号 指定管理者指定の件（西宮市立鳴尾東留守家庭児童育成センターほ

か１施設）

25 議案第 ６４ 号 指定管理者指定の件（西宮市立瓦林留守家庭児童育成センターほか

２施設）

26 議案第 ６５ 号 指定管理者指定の件（西宮市立名塩留守家庭児童育成センターほか

１施設）

27 議案第 ６６ 号 指定管理者指定の件（西宮市立津門留守家庭児童育成センターほか

１施設）

28 議案第 ６７ 号 指定管理者指定の件（西宮市立用海留守家庭児童育成センターほか

１施設）



29 議案第 ６８ 号 指定管理者指定の件（西宮市立平木留守家庭児童育成センター）

30 議案第 ６９ 号 指定管理者指定の件（西宮市立北山学園）

31 議案第 ７０ 号 指定管理者指定の件（西宮市立塩瀬児童センターほか１施設）

32 議案第 ７１ 号 指定管理者指定の件（西宮市立山東自然の家）

33 議案第 ７２ 号 指定管理者指定の件（甲山自然の家ほか３施設）

34 議案第 ７３ 号 訴え提起の件（市営住宅等明渡し等請求事件）

35 議案第 ７４ 号 市道路線認定の件（甲第６２３号線）

36 議案第 ７５ 号 阪神水道企業団を組織する地方公共団体の数の増加及び同企業団規

約の変更に関する協議の件

37 議案第 ７６ 号 工事請負契約締結の件（市営城ケ堀町住宅整備工事）

38 議案第 ７７ 号 工事請負契約締結の件（瓦木小学校長寿命化改修他工事）

39 議案第 ７８ 号 工事請負契約締結の件（今津小学校長寿命化改修他工事）

40 議案第 ７９ 号 工事請負契約締結の件（鳴尾東小学校大規模改修他工事）

41 議案第 ８０ 号 工事請負契約変更の件（安井小学校改築工事）

42 議案第 ８１ 号 工事請負契約変更の件（段上小学校大規模改修他工事）

43 報告第 ２５ 号 処分報告の件（市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分）

別冊

44 報告監第 ４ 号 現金出納検査結果報告（令和５年６月分～８月分）

45 報告監第 ５ 号 監査結果報告（令和５年度第２回）
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議案第 ４１ 号

西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例

西宮市国民健康保険条例（昭和３６年度西宮市条例第１５号）の一部を次のように改正

する。

第８条の３中「及び第１７条の５」を「、第１７条の５及び第１７条の６」に改め、同

条第２号ニ中「及び第７２条の３の２第１項」を「、第７２条の３の２第１項及び第７２

条の３の３第１項」に、「繰入金及び」を「繰入金並びに」に改める。

第１０条第１項中「第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「第３５条の２の６第

８項又は第１１項」に、「第３５条の２の６第１５項」を「第３５条の２の６第１１項」

に改める。

第１４条の６中「の基礎賦課額は、政令第２９条の７第２項第９号に規定する額を、」

を「又は」に、「及び第１７条の２」を「、第１７条の２及び第１７条の６」に、「政令

附則第４条第２項第６号」を「政令第２９条の７第２項第９号又は附則第４条第２項第６

号」に改める。

第１４条の６の２中「及び第１７条の５」を「、第１７条の５及び第１７条の６」に改

め、同条第２号ロ中「及び第７２条の３の２第１項」を「、第７２条の３の２第１項及び

第７２条の３の３第１項」に改める。
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第１４条の６の１２中「の後期高齢者支援金等賦課額は、政令第２９条の７第３項第８

号に規定する額を、」を「又は」に、「及び第１７条の２」を「、第１７条の２及び第

１７条の６」に、「政令附則第４条第３項第６号」を「政令第２９条の７第３項第８号又

は附則第４条第３項第６号」に改める。

第１４条の７中「第１７条の２」の次に「及び第１７条の６」を加え、同条第２号ロ中

「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の３第１項」を加える。

第１７条の２第１項第１号中「第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「第３５条

の２の６第８項又は第１１項」に、「第３５条の２の６第１５項」を「第３５条の２の６

第１１項」に改める。

第１７条の５第１項中「第１４条第２号に定める基礎賦課額の被保険者均等割額」を

「第１４条第２号に定める基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率」に、「同号に定める

基礎賦課額の被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額」を「当該保険料率から、当

該保険料率」に、「当該被保険者均等割額に１０分の５」を「当該保険料率に１０分の

５」に改め、同条の次に次の２条を加える。

（出産被保険者の保険料の減額）

第１７条の６ 当該年度において、その世帯に出産被保険者（政令第２９条の７第５項第

８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第９条又は第１４条の２の

基礎賦課額（第１７条の２又は前条の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの規

定による減額後の額）から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が政令第２９条の７第２項第９号又は附則第４条第２項第６号に規定する額を超え

る場合にあつては、これらの規定に規定する額）とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の

出産の予定日（国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第３２条の

１０の２各号に掲げる場合にあつては、出産の日。次条第１項及び第２項において同

じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠

の場合にあつては、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期

間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
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(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率（第１７条の２の規定の適用

を受ける場合にあつては、当該保険料率から、当該保険料率に同条第１項各号に掲げ

る納付義務者の区分に応じ、それぞれ当該各号イに定める割合を乗じて得た額を控除

して得た額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額

２ 第１７条の２第２項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第９条

又は第１４条の２」とあるのは「第１４条の６の３又は第１４条の６の８」と、「第

２９条の７第２項第９号又は附則第４条第２項第６号」とあるのは「第２９条の７第３

項第８号又は附則第４条第３項第６号」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「をいう」とあるのは「をいい、介護納付金賦課被保険者である者に

限る」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第９条又は第１４条

の２」とあるのは「第１４条の８第１項」と、「第１７条の２又は前条」とあるのは

「第１７条の２」と、「これらの規定」とあるのは「同条の規定」と、「第２９条の７

第２項第９号又は附則第４条第２項第６号」とあるのは「第２９条の７第４項第８号」

と読み替えるものとする。

（出産被保険者に関する届出）

第１７条の７ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を

市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出
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産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことがで

きる。

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び

第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、

第１項の規定による届出を省略させることができる。

付 則

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。

２ 改正後の西宮市国民健康保険条例の規定は、令和５年度分の国民健康保険の保険料の

うち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保険料について

適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４

年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

（参考１）

○提案理由

国民健康保険法施行令等の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市国民健康保険条例

（一般被保険者に係る基礎賦課総額）

保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者第８条の３

等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課

額（第１７条の２及び第１７条の５の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつ

ては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額

とする。

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ニ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用を除

く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第

１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付
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金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定）

前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税第10条

法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３１条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第

２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定す

る短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若

しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用する場合を含む。第１７条の２第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条

第３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号。第１７条の２第１項において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金

額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に、第１４条の所得割の保険料率

を乗じて算定する。

（基礎賦課限度額）

第９条の基礎賦課額は、政令第２９条の７第２項第９号に規定する額を、第１４条第14条の６

の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第９条の

基礎賦課額と第１４条の２の基礎賦課額との合算額をいう。第１７条及び第１７条の２におい

て同じ。）は、政令附則第４条第２項第６号に規定する額を超えることができない。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額）

保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額（第１７第14条の６の２

条の２及び第１７条の５の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合に

あつては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総

額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の

３第１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金を除く。）の額
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（後期高齢者支援金等賦課限度額）

第１４条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額は、政令第２９条の７第３項第第14条の６の12

８号に規定する額を、第１４条の６の８の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１４条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と第

１４条の６の８の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１７条及び第１７条の２に

おいて同じ。）は、政令附則第４条第３項第６号に規定する額を超えることができない。

（介護納付金賦課総額）

保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１７条の２の規定により介護納付金賦第14条の７

課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の

３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

（低所得者の保険料の減額）

次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第17条の２

第９条又は第１４条の２の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額と

する。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、

その発生した日とする。以下同じ。）現在において、同一世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（青色専

従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項の

規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項

の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第

３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡

所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８

条第２項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項

に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定についても同様

とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」とい

う。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除

を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者
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（年齢６５歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、

年齢６５歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この項において「給与所

得者等の数」という。）が２以上の場合にあつては、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加え

た金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と、ロに掲げる額とを合算した額

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額

（未就学児に係る基礎賦課額の被保険者均等割額等の減額）

当該年度において、その世帯に年齢６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前で第17条の５

ある被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該未就学児に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１４条第２号に定める基礎賦課額の被保険者均等割

額（当該未就学児が属する世帯に係る保険料の納付義務者が第１７条の２の規定の適用を受け

る場合にあつては、同号に定める基礎賦課額の被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額

に同条第１項各号に掲げる納付義務者の区分に応じ、それぞれ当該各号イに定める割合を乗じ

て得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。）を控除して得た額）

から、当該被保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、こ

れを切り上げた額とする。）を控除して得た額とする。
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議案第 ４２ 号

西宮市立留守家庭児童育成センター条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市立留守家庭児童育成センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市立留守家庭児童育成センター条例の一部を改正する条例

西宮市立留守家庭児童育成センター条例（昭和６３年西宮市条例第８１号）の一部を次

のように改正する。

第５条第１項第２号中「第４学年」の次に「又は第６学年」を加える。

付則第５項中「）」とあるのは「第４学年」を「又は第６学年）」とあるのは、「第４

学年又は第６学年」に改める。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターにおける利用資格の拡充を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市立留守家庭児童育成センター条例

（利用資格）

育成センターを利用できる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。第５条

(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校又はこれに準ずる学校の第１学

年から第３学年（規則で定める育成センターにあっては、第４学年）までに在学しているこ

と。

付 則

５ 市長が指定する育成センターについて、春季、夏季又は冬季の学校の休業日のうち市長が指

定する期間における第５条第１項の規定の適用については、同項第２号中「第３学年（規則で

定める育成センターにあっては、第４学年）」とあるのは「第４学年」とする。
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議案第 ４３ 号

西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市営住宅条例の一部を改正する条例

西宮市営住宅条例（平成８年西宮市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第７条中「老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で

定める者（以下「老人等」という。）」を「市長が定める普通市営住宅に入居しようとす

る者」に改め、同条第２号中「その他婚姻の予約者」を削り、「第５号及び第１８条にお

いて」を「以下」に改める。

第８条第２項第１号中「老人等及び単身者用住宅」を「市長が定める改良住宅」に改め

る。

第１１条第１号中「老人等」を「市長が定める特別賃貸住宅に入居しようとする者」に

改める。

第１１条の２第１号中「のうち」を「（市長が定める特定公共賃貸住宅に入居しようと

する者にあっては」に、「備えるもの」を「備える者に限る。）」に改める。

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前に市営住宅の入居の申込みをした者の入居者資格については、



4－2

なお従前の例による。

（参考１）

○提案理由

市営住宅の入居者資格等を変更することに伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市営住宅条例

（普通市営住宅の入居者資格）

普通市営住宅に入居することができる者は、次の各号（老人、身体障害者その他の特に第７条

居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者（以下「老人等」という。）にあっては

第１号及び第３号から第６号まで、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第

２１条に規定する被災者等（以下「被災者等」という。）にあっては第３号）に掲げる条件を

備える者とする。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第５号及び第１８条において同じ。）があること。

（改良住宅の入居者資格）

第８条

２ 前項に規定する者が改良住宅に入居せず、又は入居しなくなった場合においては、同項の規

定にかかわらず、当該改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件（被災者等にあ

っては前条第３号に掲げる条件）を備える者とする。

(1) 前条第１号から第３号まで（老人等及び単身者用住宅に入居しようとする者にあっては同

条第１号及び第３号）、第５号及び第６号に掲げる条件

（特別賃貸住宅の入居者資格）

特別賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を備える者とする。第11条

(1) 第７条第１号から第３号まで、第５号及び第６号（老人等にあっては同条第１号、第３号、

第５号及び第６号、被災者等にあっては同条第３号）に掲げる条件

（特定公共賃貸住宅の入居者資格）

特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者（第７条第５号及び第11条の２

第６号に掲げる条件を備える者に限る。）とする。

(1) 収入その他が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第

１６号。以下「特優賃規則」という。）で定める基準の範囲内で規則で定める基準に適合す

る者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、第７条第２号に掲げる条件

を備えるもの
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議案第 ４４ 号

西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例

西宮市工業用水道事業給水条例（昭和３８年西宮市条例第６１号）の一部を次のように

改正する。

第２５条の表基本料金の項中「４２円」を「５５円」に改め、同表超過料金の項中「

１２６円」を「１６５円」に改める。

第２７条の表３００ミリメートルの項中「３００ミリメートル」を「３００ミリメート

ル以上」に改め、同表中

「

７５ミリメートル

５０ミリメートル

」

を

「

７５ミリメートル以下

」

に改める。
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付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２５条の規定は、令和６年４月分以後の料金について適用し、令和６年３

月分までの料金については、なお従前の例による。

（参考１）

○提案理由

工業用水道料金の改定を行うほか、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

西宮市工業用水道事業給水条例（現行抄）○

（料金）

料金は、次の表の規定に基づきそれぞれ算定した基本料金及び超過料金の合計額に第25条

１００分の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）とする。

料金の区分 金額

基本料金 基本使用水量 １立方メートルにつき ４２円

超過料金 超過使用水量 １立方メートルにつき １２６円

（メーター使用料）

メーター使用料は、１個１月につき、次の表に規定する金額に１００分の１１０を乗じ第27条

て得た額とする。ただし、使用者の負担において設置したメーターその他管理者が特に認める

メーターについては、この限りでない。

メーターの口径 金額

３００ミリメートル １２，５００円

７５ミリメートル
９，５００円

５０ミリメートル

（該当部分のみ抜粋）



16－1

議案第 ５５ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市大社町７番１７号

名称 西宮市市民憩の家（広田山荘）

２ 指定管理者となる団体

西宮市青木町２番５号

公益社団法人 西宮市シルバー人材センター

理事長 金 井 良 碩

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで



16－2

（参考１）

○提案理由

市民憩の家（広田山荘）の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



17－1

議案第 ５６ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市山口町船坂２０４８番地２

名称 西宮市立船坂里山学校

２ 指定管理者となる団体

西宮市山口町船坂２０４８番地２

船坂小学校跡施設管理運営委員会

委員長 梅 原 浩 之

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



17－2

（参考１）

○提案理由

船坂里山学校の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



18－1

議案第 ５７ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市西宮浜２丁目３２番地の１

名称 西宮市食肉センター

２ 指定管理者となる団体

西宮市津田町３番１４号

株式会社 キャンフォラ

代表取締役 安次嶺 邦 男

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



18－2

（参考１）

○提案理由

食肉センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



19－1

議案第 ５８ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市西宮浜２丁目３２番地の１

名称 西宮市食肉地方卸売市場

２ 指定管理者となる団体

西宮市津田町３番１４号

株式会社 キャンフォラ

代表取締役 安次嶺 邦 男

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



19－2

（参考１）

○提案理由

食肉地方卸売市場の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



20－1

議案第 ５９ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市山口町中野

名称 西宮市立白水峡公園墓地

２ 指定管理者となる団体

西宮市青木町３番２０号

一般社団法人 西宮高齢者事業団

代表理事 田 原 幸 夫

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで



20－2

（参考１）

○提案理由

墓地の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



21－1

議案第 ６０ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市林田町７番１７号

名称 西宮市立介護老人保健施設すこやかケア西宮

２ 指定管理者となる団体

西宮市上甲子園５丁目７番２１号

社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

理事長 阪 本 興 司

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



21－2

（参考１）

○提案理由

介護老人保健施設の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



22－1

議案第 ６１ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市染殿町８番１７号 障害者等福祉センター

西宮市染殿町８番１７号 視覚障害者図書館

２ 指定管理者となる団体

西宮市染殿町８番１７号

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

理事長 水 田 宗 人

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



22－2

（参考１）

○提案理由

障害者等福祉センター及び視覚障害者図書館の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



23－1

議案第 ６２ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市池田町１３番３号

名称 西宮市応急診療所

２ 指定管理者となる団体

西宮市染殿町８番３号

一般社団法人 西宮市医師会

会長 伊 賀 俊 行

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



23－2

（参考１）

○提案理由

応急診療所の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



24－1

議案第 ６３ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市上田中町１番１４号 西宮市立鳴尾東留守家庭児童育成センター

西宮市古川町１番６５号 西宮市立甲子園浜留守家庭児童育成センター

２ 指定管理者となる団体

東京都港区芝四丁目１３－３ＰＭＯ田町東１０Ｆ

株式会社 明日葉

代表取締役 大 隈 太嘉志

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで



24－2

（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



25－1

議案第 ６４ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市瓦林町２６番１９号 西宮市立瓦林留守家庭児童育成センター

西宮市愛宕山７番２４号 西宮市立広田留守家庭児童育成センター

西宮市今津二葉町４番１０号 西宮市立今津留守家庭児童育成センター

２ 指定管理者となる団体

西宮市染殿町８番１７号

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

理事長 水 田 宗 人

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで



25－2

（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



26－1

議案第 ６５ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市名塩２丁目１１番４０号 西宮市立名塩留守家庭児童育成センター

西宮市神呪町３番３３号 西宮市立甲東留守家庭児童育成センター

２ 指定管理者となる団体

西宮市染殿町８番１７号

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

理事長 水 田 宗 人

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで



26－2

（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



27－1

議案第 ６６ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市津門呉羽町５番１３号 西宮市立津門留守家庭児童育成センター

西宮市大屋町１０番２０号 西宮市立瓦木留守家庭児童育成センター

２ 指定管理者となる団体

東京都渋谷区道玄坂一丁目１２番１号渋谷マークシティウェスト

ライクキッズ株式会社

代表取締役 岡 本 拓 岳

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで



27－2

（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



28－1

議案第 ６７ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市用海町３番５４号 西宮市立用海留守家庭児童育成センター

西宮市浜脇町５番４８号 西宮市立浜脇留守家庭児童育成センター

２ 指定管理者となる団体

神戸市西区学園西町五丁目４番

社会福祉法人 神戸ＹＭＣＡ福祉会

理事長 井 上 真 二

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで



28－2

（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



29－1

議案第 ６８ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市平木町４番１号

名称 西宮市立平木留守家庭児童育成センター

２ 指定管理者となる団体

東京都千代田区神田猿楽町二丁目２番３号

株式会社 日本デイケアセンター

代表取締役 齋 藤 加代子

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで



29－2

（参考１）

○提案理由

留守家庭児童育成センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



30－1

議案第 ６９ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 西宮市甲山町５３番地

名称 西宮市立北山学園

２ 指定管理者となる団体

西宮市甲山町５３番地

社会福祉法人 甲山福祉センター

理事長 服 部 英 司

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



30－2

（参考１）

○提案理由

北山学園の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



31－1

議案第 ７０ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市名塩新町１番地 西宮市立塩瀬児童センター

西宮市山口町下山口４丁目１番８号 西宮市立山口児童センター

２ 指定管理者となる団体

西宮市上甲子園５丁目７番２１号

社会福祉法人 西宮市社会福祉事業団

理事長 阪 本 興 司

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで
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（参考１）

○提案理由

児童館の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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議案第 ７１ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位置 朝来市山東町粟鹿２１７９番地

名称 西宮市立山東自然の家

２ 指定管理者となる団体

朝来市山東町粟鹿２０３８番地１

一般社団法人 山東自然の家

代表理事 中 島 正 之

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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（参考１）

○提案理由

山東自然の家の指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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議案第 ７２ 号

指定管理者指定の件

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

位 置 名 称

西宮市甲山町６７番地 甲山自然の家

西宮市甲山町６７番地 甲山自然学習館

西宮市甲山町６２番から７４番まで 甲山キャンプ場

西宮市越水字社家郷山１番１１９ 社家郷山キャンプ場

２ 指定管理者となる団体

西宮市甲風園１丁目８番１号

特定非営利活動法人 こども環境活動支援協会

代表理事 狹 間 惠三子

３ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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（参考１）

○提案理由

甲山自然環境センターの指定管理者を指定するため。

（参考２）

○地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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議案第 ７３ 号

訴 え 提 起 の 件

下記のとおり訴えを提起する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 訴えの事件名

市営住宅等明渡し等請求事件

２ 訴えの相手方

（ 1 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 2 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 3 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 4 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 5 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

（ 6 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊

（ 7 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊
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（ 8 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊＊＊

（ 9 ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊

３ 訴えの趣旨

(1) 次に掲げる市営住宅等の明渡しを求める。

ア 相手方( 1 )及び( 2 )にあっては当該住所地の市営住宅

イ 相手方( 3 )から( 5 )までにあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ウ 相手方( 3 )から( 5 )までにあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

エ 相手方( 6 )及び( 7 )にあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

オ 相手方( 8 )及び( 9 )にあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

(2) 次に掲げる金員の支払を求める。

ア 相手方( 1 )にあっては滞納家賃、家賃相当損害金及び延滞金

イ 相手方( 2 )にあっては滞納家賃、家賃相当損害金及び延滞金

ウ 相手方( 3 )から( 5 )までにあっては滞納家賃、滞納駐車場使用料、家賃相当損害

金、駐車場相当損害金及び延滞金

エ 相手方( 6 )及び( 7 )にあっては滞納家賃、家賃相当損害金、共益費相当損害金及

び延滞金

オ 相手方( 8 )及び( 9 )にあっては滞納家賃、家賃相当損害金及び延滞金

(3) 相手方( 1 )及び( 2 )にあっては滞納家賃等の全額を支払い、以後の家賃を滞納せず

に支払うと申し出た場合、この項( 1 )及び( 2 )の規定にかかわらず、市は当該市営住

宅を対象とした訴え提起前の和解を申し立てることができる。

４ 訴訟方法等

控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。
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（参考）

○訴えを提起する理由

市営住宅の入居者である相手方( 1 )及び( 2 )にあっては家賃等を長期にわたり滞納

し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方( 3 )から( 9 )までにあって

は市営住宅を不正に使用し、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴

えを提起するものである。
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議案第 ７４ 号

市 道 路 線 認 定 の 件

下記のとおり市道路線を認定する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

整理 起 点 備 考
路 線 名

番号 終 点 延長(ｍ) 幅員(ｍ) その他

４．２０
① 甲第６２３号線 ５８

上ケ原六番町８９番４地先

～４．５０上ケ原六番町８９番２５地先

（参考）

○提案理由

道路の寄付受けにより、市道の路線認定を行うため。
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議案第 ７５ 号

阪神水道企業団を組織する地方公共団体の数の増加及び同企業団規約の変更に

関する協議の件

阪神水道企業団を組織する地方公共団体の数の増加及び同企業団規約の変更に関して、

次のとおり関係地方公共団体と協議するため、議決を求める。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

阪神水道企業団規約の一部を変更する規約

阪神水道企業団規約（昭和３７年兵庫県指令地第１７００号）の一部を次のように変更

する。
「神戸市

「神戸市
尼崎市

尼崎市

第２条中 西宮市 を に改める。
西宮市

芦屋市
芦屋市

宝塚市
宝塚市」

明石市」

附 則

この規約は、令和７年４月１日から施行する。



36－2

（参考１）

○提案理由

明石市を新たに構成団体とすることに伴い、阪神水道企業団規約の変更を行うこと

について、関係地方公共団体と協議するため。

（参考２）

○阪神水道企業団規約（現行抄）

（企業団を組織する市）

第２条 企業団は、次の市をもつて組織する。

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

（参考３）

○地方自治法

（組織、事務及び規約の変更）

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において「構成

団体」という。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合

の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府

県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を

受けなければならない。ただし、第２８７条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる

事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

（議会の議決を要する協議）

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（第２８６条の２第２項の規定によりその例

によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第２８７条第１項第２号に掲

げる事項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び前２条の協議については、

関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



37－1

議案第 ７６ 号

工事請負契約締結の件

下記のとおり契約を締結する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

１ 契 約 の 目 的 市営城ケ堀町住宅整備工事

２ 契 約 金 額 金１，２１２，２００，０００円

西宮市高松町２０番２１号

３ 契約の相手方

松田・日光 特定建設工事共同企業体

（参考）

(1) 工 期 令和８年３月３１日

(2) 工事場所 西宮市城ケ堀町

(3) 工事概要 既存建物（ＲＣ造４階建て２４戸）を２棟解体

新築建物（ＲＣ造５階建て６３戸）を１棟新築

建築面積：９０２．０５㎡

延床面積：３，４２１．９８㎡

最高高さ：１６．１０ｍ

附帯施設 駐車場、駐輪場、ゴミ置き場の設置
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入札結果表

令和５年９月２８日 開札、同日 施工能力評価型総合評価落札方式により決定

名 称 市営城ケ堀町住宅整備工事

予 定 価 格 金１，２６３，９００千円（入札書比較価格 金１，１４９，０００千円）

調査基準価格 金１，１６２，７８８千円（調査基準比較価格 金１，０５７，０８０千円）

失格基準価格 金１，０９５，６４３千円（失格基準比較価格 金９９６，０３９千円）

技術評価点 評価値
入札価格

入 札 者 （単位：億円） 備 考
（Ａ） （Ａ）／（Ｂ）（Ｂ）

１０４．２５０ １１．０２ ９．４６０ 落 札
松田・日光 特定建設工事共同企

業体

１０４．５２５ １２．２３ ８．５４７
三日月建設・第一建設機工 特定

建設工事共同企業体

評価値は小数第４位を四捨五入



37－3

契約業者経歴表

（単位：千円）

１ 業 者 名 株式会社 松田組

２ 資 本 金 ７２，０００

建築一式工事 １，４８２，３９９

３
最近１年間の 土木一式工事 ９７６，２８６

完 成 工 事 高 その他一式工事 １，２８０

計 ２，４５９，９６５

もりのおと小規模保育園新築工事 １０９，４００

最近３年間の 雲雀丘花屋敷運輸ビル寝室他設備改良工事のうち建築工事 ９４，０００

４ 本 市 以 外 の 六甲変電所耐震補強工事のうち建築工事 １１７，７００

主 要 工 事 南茨木阪急ビル解体に伴う南茨木駅橋上駅舎耐震性能維持工

事のうち建築工事
４０，７００

市営住宅上ケ原七番町２号棟外壁改修他工事 ８３，６００

最近３年間の 生瀬小学校体育館・特別教室棟大規模改修他建築工事 １０３，４００

５ 本市に対する 市営住宅池田町外壁改修他工事 １６０，６００

主 要 工 事 津門保育所・津門児童館改築工事（ＪＶ工事比率７０％） ６２１，５００

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率７０％） １，３０６，８００

本市に対
上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事 １８６，７８０

する分

現在施

６工中の

工 事
該当なし

本市以外

に対する

分
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（単位：千円）

１ 業 者 名 日光建設工業 株式会社

２ 資 本 金 ４５，０００

土木一式工事 ３０３，７１１

３
最近１年間の その他工事 ６１，７３３

完 成 工 事 高

計 ３６５，４４４

復旧治山３１Ｋ第３号 １２１，１１０

尼崎西宮芦屋港海岸 南芦屋浜護岸改修工事（その３） ３０１，４００

最近３年間の
下水道管渠改築（その５）工事 １７７，７６０

４ 本 市 以 外 の
六軒町外配水管布設替工事 ２１４，７２０

主 要 工 事
（主）尼崎池田線 舗装修繕工事（その１） ６７，９０６

奥池（１）Ⅱ地区 急傾斜地崩壊対策工事 ２０６，５２１

兵庫東流域下水汚泥広域処理場 防潮堤整備工事その８ ９６，５４１

尼崎西宮芦屋港海岸 鳴尾浜地区東護岸改修工事（その５） １５９，６１２

該当なし

最近３年間の

５ 本市に対する

主 要 工 事

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率３０％） １，３０６，８００

本市に対

する分

現在施

６工中の

工 事
緊急予防強 ４緊 Y（緊）第１号 ８８，６３８

本市以外 仁川町３丁目外配水管布設替工事 １９８，５７２

に対する

分
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契約業者経歴表

（単位：千円）

株式会社 松田組１ 業 者 名

２ 資 本 金 ７２，０００

建築一式工事 １，４８２，３９９

最近１年間の 土木一式工事 ９７６，２８６
３

完 成 工 事 高 その他一式工事 １，２８０

計 ２，４５９，９６５

もりのおと小規模保育園新築工事 １０９，４００

最近３年間の 雲雀丘花屋敷運輸ビル寝室他設備改良工事のうち建築工事 ９４，０００

４ 本 市 以 外 の 六甲変電所耐震補強工事のうち建築工事 １１７，７００

４０，７００
主 要 工 事 南茨木阪急ビル解体に伴う南茨木駅橋上駅舎耐震性能維持工

事のうち建築工事

市営住宅上ケ原七番町２号棟外壁改修他工事 ８３，６００

最近３年間の 生瀬小学校体育館・特別教室棟大規模改修他建築工事 １０３，４００

５ 本市に対する 市営住宅池田町外壁改修他工事 １６０，６００

主 要 工 事 津門保育所・津門児童館改築工事（ＪＶ工事比率７０％） ６２１，５００

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率７０％） １，３０６，８００

上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事 １８６，７８０
本市に対

する分

現在施

６工中の
該当なし

工 事
本市以外

に対する

分
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（単位：千円）

株式会社 松田組１ 業 者 名

２ 資 本 金 ７２，０００

建築一式工事 １，４８２，３９９

最近１年間の 土木一式工事 ９７６，２８６
３

完 成 工 事 高 その他一式工事 １，２８０

計 ２，４５９，９６５

もりのおと小規模保育園新築工事 １０９，４００

最近３年間の 雲雀丘花屋敷運輸ビル寝室他設備改良工事のうち建築工事 ９４，０００

４ 本 市 以 外 の 六甲変電所耐震補強工事のうち建築工事 １１７，７００

４０，７００
主 要 工 事 南茨木阪急ビル解体に伴う南茨木駅橋上駅舎耐震性能維持工

事のうち建築工事

市営住宅上ケ原七番町２号棟外壁改修他工事 ８３，６００

最近３年間の 生瀬小学校体育館・特別教室棟大規模改修他建築工事 １０３，４００

５ 本市に対する 市営住宅池田町外壁改修他工事 １６０，６００

主 要 工 事 津門保育所・津門児童館改築工事（ＪＶ工事比率７０％） ６２１，５００

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率７０％） １，３０６，８００

上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事 １８６，７８０
本市に対

する分

現在施

６工中の
該当なし

工 事
本市以外

に対する

分





















41－1

議案第 ８０ 号

工事請負契約変更の件

令和４年９月１６日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更

する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号 変 更 事 項

報告第５号（令和５年６月２７日終了）で変更した契

議決第６０５号 約金額「金２，８６５，３３３，５４８円」を

「金２，８７０，６５０，４８９円」に変更する。

（参考）

１ 変 更 理 由 現場調査の結果、アスベスト含有建材の追加除去に伴う数量変更、

地中埋設物撤去に伴う山留工事の仕様・数量変更等により工事費が

増額となるため。

２ 原契約の目的 安井小学校改築工事

３ 契約の相手方 西宮市池田町１２番２０号

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体

４ 工 期 令和３年３月２４日から令和６年３月８日まで



42－1

議案第 ８１ 号

工事請負契約変更の件

令和５年３月２２日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更

する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号 変 更 事 項

契約金額「金１，３３２，６６４，４０２円」を

「金１，３８７，９１４，４５３円」に変更する。
議決第７２４号

（参考）

１ 変 更 理 由 北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加、機械室のアス

ベスト除去工事及び南西棟北面ダクトスペース撤去・改修工事の追

加等により工事費が増額となるため。

２ 原契約の目的 段上小学校大規模改修他工事

３ 契約の相手方 西宮市高松町２０番２１号

松田・日光 特定建設工事共同企業体

４ 工 期 令和４年７月８日から令和６年１月３１日まで



43－1

報告第 ２５ 号

処 分 報 告 の 件

下記の事件について専決処分したので報告する。

令和５年１１月２８日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定に基づき、次の事

件を専決処分する。

専決第２６号 令和 ５ 年 ８ 月 ３ 日

専決第２７号 令和 ５ 年 ８ 月１０日

専決第２８号 令和 ５ 年 ８ 月２２日

専決第２９号 令和 ５ 年 ８ 月２４日

専決第３０号 令和 ５ 年 ８ 月３１日

専決第３１号 令和 ５ 年 ８ 月３１日

専決第３２号 令和 ５ 年 ９ 月１９日

専決第３３号 令和 ５ 年 ９ 月２１日

専決第３４号 令和 ５ 年 ９ 月２６日

専決第３５号 令和 ５ 年 ９ 月２８日

専決第３６号 令和 ５ 年１０月 ２ 日

専決第３７号 令和 ５ 年１０月 ３ 日

専決第３８号 令和 ５ 年１０月 ６ 日

専決第３９号 令和 ５ 年１０月１７日



43－2

専決第４０号 令和 ５ 年１０月１８日

専決第４１号 令和 ５ 年１０月１８日

専決第４２号 令和 ５ 年１０月１９日

専決第４３号 令和 ５ 年１０月２３日



43－3

和解に係る専決処分（指定事項第１号該当）

専 決 年 月 日 令和５年８月３日

専 決 番 号 第２６号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

令和５年２月１５日午後２時２０分頃、西宮市西田町３－１２先市道西

事 件 の 概 要 第７０６号線において、歩行中の相手方が道路の段差につまずいて転倒

し、負傷したもの。

相手方の治療費等（４４１，５９０円）の５０パーセントを市が、５０

パーセントを相手方が負担する。
和 解 の 要 旨

専 決 年 月 日 令和５年１０月３日

専 決 番 号 第３７号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

令和５年５月２１日午前９時３０分頃、西宮市上甲東園１丁目１４先市

事 件 の 概 要 道甲第１７０号線において、歩行中の相手方が道路上に設置されている

市の管理するグレーチングの隙間に足が挟まり、負傷したもの。

相手方の治療費等（５３３，２４０円）の５０パーセントを市が、５０
和 解 の 要 旨

パーセントを相手方が負担する。



43－4

損害賠償の額の決定に係る専決処分（指定事項第２号該当）

専 決 年 月 日 令和５年８月１０日

専 決 番 号 第２７号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊ ＊ ＊

令和５年６月１９日午前９時３０分頃、西宮市西宮浜３丁目８西部総合

処理センター破砕選別施設において、相手方が粗大ごみを持ち込んだ
事 件 の 概 要

際、施設操作課の職員が誤って相手方車両内にあった相手方スーツケー

ス及びその収納品を処分したもの。

損害賠償の額 スーツケース等価格相当額 ８４，３１１円

専 決 年 月 日 令和５年８月２２日

専 決 番 号 第２８号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊ ＊

令和５年７月２１日午前１０時頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊において、

事 件 の 概 要 美化第１課の職員が誤って相手方システムキッチンの引き出し２個を粗

大ごみとして収集したもの。

損害賠償の額 引き出し設置費用 ７４，７４５円



43－5

専 決 年 月 日 令和５年８月２４日

専 決 番 号 第２９号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和５年６月２３日午前８時４４分頃、西宮市上甲子園３丁目１０－

１０先において、美化第２課の車両（塵芥車）が交差点を通過しようと
事 件 の 概 要

したところ、左方向から同交差点に進入した相手方車両（自転車）と接

触し、相手方が負傷したもの。

損害賠償の額 治療費等 ８６，１５２円

専 決 年 月 日 令和５年８月３１日

専 決 番 号 第３０号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊市道甲第１８０号線において、市の管
事 件 の 概 要

理する街路樹の根が相手方敷地に侵入し、汚水管を詰まらせたもの。

損害賠償の額 汚水管修理費等 ２５６，１００円

専 決 年 月 日 令和５年８月３１日

専 決 番 号 第３１号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和５年５月９日午後２時３０分頃、西宮市北山町１先において、苦楽

園中学校の車両（原動機付自転車）が下りカーブを曲がった際、前方の
事 件 の 概 要

相手方車両（乗用車）が停止を行うところに追突し、これを破損したも

の。

損害賠償の額 車両修理費等 ３５０，９００円



43－6

専 決 年 月 日 令和５年９月２１日

専 決 番 号 第３３号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和５年８月１日午前９時頃、西宮市北口町１－１北口保健福祉センタ

事 件 の 概 要 ー検診施設において、同施設の電気温水器からの漏水により、＊＊＊相

手方店舗の商品を汚損したもの。

損害賠償の額 商品相当額等 １０３，８２３円

専 決 年 月 日 令和５年９月２６日

専 決 番 号 第３４号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊

令和５年８月１７日午後１時４３分頃、西宮市津門大塚町１－３１にお

いて、西宮消防署の職員が同署屋外訓練スペースから発射したレスキュ
事 件 の 概 要

ーショットの部品が想定落下位置を越えて飛翔し、駐車場に駐車してい

た相手方車両（乗用車）に接触し、これを破損したもの。

損害賠償の額 車両修理費 １４３，０００円

専 決 年 月 日 令和５年９月２８日

専 決 番 号 第３５号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊

令和５年８月１９日午後１時１０分頃、西宮市今津二葉町５－１５今津

中学校において、ソフトボール部活動中にボールが防球ネット及び金網
事 件 の 概 要

を越え、駐車場に駐車していた相手方車両（軽乗用車）に当たり、これ

を破損したもの。

損害賠償の額 車両修理費等 １１５，７００円



43－7

専 決 年 月 日 令和５年１０月２日

専 決 番 号 第３６号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊ ＊

令和５年６月２０日午前１０時頃、西宮市津門川町２－３９において、

事 件 の 概 要 美化第１課の車両（塵芥車）が収集したごみを圧縮粉砕した際に、ごみ

の中に入っていた液体が飛散し、相手方ベビーカー等を汚損したもの。

損害賠償の額 ベビーカー等価格相当額 ４１，６７０円

専 決 年 月 日 令和５年１０月６日

専 決 番 号 第３８号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和５年９月７日午後５時頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊駐車場入口において、平木中学校の車両（軽貨物車）が同駐車場に進
事 件 の 概 要

入する際、搭載していた荷物が高さ制限バーに接触し、これを破損した

もの。

損害賠償の額 高さ制限バー修理費 ３０，８００円

専 決 年 月 日 令和５年１０月１８日

専 決 番 号 第４０号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊ ＊ ＊

令和５年７月３日午前９時頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊において、

事 件 の 概 要 美化第２課の車両（塵芥車）が相手方マンション駐車場で後進したとこ

ろ、同マンション外壁に接触し、これを破損したもの。

損害賠償の額 外壁修理費 ３５０，９００円



43－8

専 決 年 月 日 令和５年１０月１８日

専 決 番 号 第４１号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和５年８月１８日午前１０時頃、西宮市六湛寺町１０－３先におい

て、厚生課の車両（軽乗用車）が発進したところ、前方２台前の車両が
事 件 の 概 要

急停止し、前方１台前の相手方車両（乗用車）も停止したが、市車両の

停止が間に合わず、相手方車両に追突し、これを破損したもの。

損害賠償の額 車両修理費等 ２７８，１９０円

専 決 年 月 日 令和５年１０月２３日

専 決 番 号 第４３号

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
相 手 方

＊＊＊＊＊＊＊＊

令和５年１０月２日午前９時５８分頃、西宮市東鳴尾町２丁目１先にお

事 件 の 概 要 いて、美化第２課の車両（塵芥車）が信号のない交差点を右折したとこ

ろ、停車中の相手方車両（軽自動車）に接触し、これを破損したもの。

損害賠償の額 車両修理費等 ２２７，９２０円



43－9

工事変更契約に係る専決処分（指定事項第３号該当）

専 決 年 月 日 令和５年９月１９日

専 決 番 号 第３２号

議 決 番 号 第５４５号（令和４年３月１７日議決）

工 事 名 称 津門保育所・津門児童館改築工事

工 事 場 所 西宮市津門稲荷町

議決第７２３号（令和５年３月２２日議決）で変更した契約金額

変 更 内 容 「６３７，４８２，８４１円」を

「６３９，４３９，８０３円」とする。

西宮市高松町２０番２１号
契約の相手方

松田・シババヤシ 特定建設工事共同企業体

（参考）

○契約変更理由

外構工事時における地中障害物の撤去及び侵入防止柵の追加設置等に対応するため。



43－10

専 決 年 月 日 令和５年１０月１７日

専 決 番 号 第３９号

議 決 番 号 第１８号（令和５年７月５日議決）

工 事 名 称 上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事

工 事 場 所 西宮市上之町

議決第４１号（令和５年９月１９日議決）で変更した契約金額

変 更 内 容 「１９３，６０２，５０２円」を

「１９６，２８６，７６５円」とする。

西宮市高松町２０番２１号
契約の相手方

株式会社 松田組

（参考）

○契約変更理由

関係法令に適合させるため、建具仕様を変更する。



43－11

専 決 年 月 日 令和５年１０月１９日

専 決 番 号 第４２号

議 決 番 号 第６７８号（令和４年１２月１９日議決）

工 事 名 称 市営住宅西宮浜４丁目１号棟外壁改修他工事

工 事 場 所 西宮市西宮浜４丁目

契約金額「１４９，６００，０００円」を
変 更 内 容

「１５１，３６１，２１８円」とする。

西宮市生瀬町１丁目２２番１２号
契約の相手方

株式会社 巨勢工務店

（参考）

○契約変更理由

外壁欠損部の補修を要する施工数量が増加し、付帯する外壁石綿除去数量も合わせ

て増加したこと等により増額となるため。
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